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Ｎｏ．１特殊車両通行許可期間の延長へのオンライン申請システム対応
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オンライン申請データの作成オンライン申請データの作成

※特殊車両通行許可期間延長申請書の
添付は不要になります

申請者が入力する通行期間

最大２年を指定することが可能
となります。

電子申請書作成システムで作成さ
れた申請データをオンラインシス
テムでFD読み込みした場合は、こ
こで申請期間（最大２年）を変更
して下さい。

※留意事項

電子申請書作成システムによる窓口申請（FD申請）は、H22年3月末配布予定のCD-ROMより対応可能

となるため、それまでの間は従前通り特殊車両通行許可期間延長申請書の添付は必要となります。
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平成２２年２月１５日

平成２２年２月２２日

平成２２年３月１日

平成２４年２月２９日

平成２２年３月１日

平成２４年２月２９日

Ｎｏ．１特殊車両通行許可期間の延長へのオンライン申請システム対応

許可証の有効期間は２年申請書の通行期間、許可証の有効期間は
同じ期間となります。

発行される通行許可証について（道路管理者→申請者）発行される通行許可証について（道路管理者→申請者）


